
摂津市告示第 ２７６号 

制限付一般競争入札を下記のとおり執行するので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり告示する。 

 

平成２０年１０月２１日 

摂津市長 森 山 一 正 

記 

 

１ 工 事 名  旧総合福祉会館・市民体育館等解体撤去工事 

 

２ 工事場所  摂津市 香露園 地内 

 

３ 予定工期  平成２０年１２月（議会議決日の翌日）から 

        平成２２年 ３月１５日まで 

 

４ 工事概要  旧総合福祉会館撤去工 鉄筋コンクリート造＋鉄骨造  

                   地上４階建 

                   延床面積  4894.00㎡ 

        市民体育館撤去工   鉄筋コンクリート造＋鉄骨造 

                   地下１階建 

                   地上１階  1810.57㎡ 

        歩道橋撤去工     一式 

        連絡橋 A撤去工    一式 

        ペデストリアンデッキ A撤去工   一式 

        外構撤去工      一式 

 

５ 入札参加資格要件 

   制限付一般競争入札に参加する為には、以下の要件をすべて満たしてい  

  る特定建設工事共同企業体であること。 

（１）共同企業体の構成員は、以下の要件をすべて満たしていること。 

  ① 建設工事で摂津市競争入札参加資格を得た業者。 

   



  ② 摂津市に本社・本店を置く業者であっては、平成１９・２０年度摂津  

   市競争入札参加業者名簿による建築一式の換算数値７００点以上 

   （Cランク）、摂津市に支社・支店・営業所等を置く業者及び市外  

   業者にあっては、平成１９・２０年度摂津市競争入札参加願提出時に 

   添付した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の建築一式の 

   総合評定値が１,２００点以上（Aランク）のもの。 

  ③ 共同企業体の全ての構成員は、建設業法第３条第６項の規定に基づく 

    特定建設業の許可を受けていること。（建築一式工事） 

  ④ 摂津市において競争入札参加に係る指名停止の措置期間中でないこと。 

  ⑤ 建設業法に係る処分中でないこと。 

  ⑥ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）共同企業体の結成に当たっては、以下の条件をすべて満たしていること。  

   ただし、各構成員は２以上の共同企業体の構成員となることはできない。 

  ① １共同企業体の構成員数は市内業者と準市内業者１社又は市外業者１ 

    社の計２社であること。 

  ② １構成員あたりの出資比率は３０％以上であること。 

  ③ 共同企業体の代表は、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 

    の建築一式の総合評定値が１,２００点以上のものとし、その出資比率 

    は、他の構成員の出資比率を下回らないこと。 

  ④ 共同企業体の経営形態は、共同施工方式（甲型）によるものであるこ 

    と。 

  ⑤ 当該工事における監理技術者は、構成員全員から各々１名（以上）を  

    選出し、主たる監理技術者、副監理技術者として配置すること。 

 

６ 入札参加申込時提出書類 

  ① 制限付一般競争入札参加申込書 

  ② 平成１９・２０年度摂津市競争入札参加願提出時に添付した経営規模 

    等評価結果通知書・総合評定値通知書の写及び直近の同写 

  ③ 今回の工事に配置を予定する現場代理人及び構成員全員の監理技術者  

    の経歴書及び資格者書の写 

  ④ 特定建設工事共同企業体協定書 

 



７ 入札参加申込書受付期間・場所 

            平成２０年１０月２１日～平成２０年１１月４日 

            午前９時～午後５時１５分 

            摂津市役所 本館２階 財政課 

 

８ 入札参加資格者公表 平成２０年１１月１１日 

            摂津市総務部財政課内掲示板（受付番号のみ） 

 

９ 入札日時及び場所  平成２０年１１月２０日 午前１１時から 

            摂津市役所 西別館２階 第７会議室 

 

10 無効となる入札事項 摂津市財務規則第８７条に該当する入札を行ったも 

            の。 

 

11 入札保証金     摂津市財務規則第８３条から第８５条に定めるとお  

            りとする。 

 

12 最低制限価格    地方自治法施行令第１６７条の第１０第２項の規定 

            に基づき最低制限価格を設ける。 

 

13 入札回数      １回 

 

14 入札の中止     入札に参加する業者が３JVに満たない場合は入札を 

            中止する。 

 

15 説明資料      設計図書等については、入札参加資格者公表期間中 

            販売する。 

 

16 工事場所図     （略） 

 


